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改正児童手当法が成立しました
　平成 24 年度から子ども手当に

代わる新手当を支給するための

改正児童手当法が、第 180 回国

会で成立しました。

　　　（平成 24 年 3 月 30 日成立）

　新手当の名称は児童手当に戻

り、所得制限も導入されます。

①児童手当の支給額

②費用負担

③そのほか

③実施時期（施行日）
平成 24 年４月１日（所得制限は、平成 24 年６月分から適用）

■所得制限額未満である者

　・３歳未満……………………………………………各月額 15,000 円

　・３歳以上小学校修了前（第１子・第２子）……各月額 10,000 円 

　・３歳以上小学校修了前（第３子以降）…………各月額 15,000 円 

　・中学生………………………………………………各月額 10,000 円 

■所得制限額以上である者（特例給付）

　・中学校修了前………………………………………各月額  5,000 円

　　※所得制限額は政令で規定し、平成 24 年６月分から適用

　　　　（年収 960 万円〔夫婦・子ども２人世帯〕を基準に設定）

国と地方（都道府県・市町村）の負担割合を２対１ とし、被用者の

３歳未満（所得制限額未満）については、15 分の 7 を事業主の負担

とする。（公務員分については所属庁の負担とする）

　※事業主の方々が負担する拠出金の率は、1,000 分の 1.5（この 4 月に 1.3

　　より引き上げ）

・子どもに対しても国内居住要件を設ける（留学中の場合等を除く） 

・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者

等に支給する形で手当を支給 

・未成年後見人や父母指定者（父母等が国外にいる場合のみ）に対

しても、父母と同様（監護・生計同一）の要件で手当を支給⇒

父母等が国外居住の場合でも支給可能）

・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居

している者に支給⇒離婚協議中別居の場合に支給可能（単身赴任

の場合を除く） 

・保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食費等を本人同

意により手当から納付することができる仕組みとする
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　当社職員の子供たち（上田順之介くん・楠田彩乃ちゃん・
森山暖大くん）が小学校へ入学しました。
　入学式当日は残念ながら大雨となりましたが、大きな一歩を歩み始め
ました。夢に向かって羽ばたいてください。

上田順之介くん
「仮面ライダー」

森山暖大くん
「サッカー選手」

今年の新入生は
くまモンカバー

楠田彩乃ちゃん
「保育士」

最新情報 改正労働者派遣法が成立
　第 180 回国会で、改正労働者派遣法が

成立しました（平成 24 年３月 28 日成立）

　最初に改正法案が提出されたのは、第

174 回国会で、ほぼ２年間議論されたこ

とになります。その間に、目玉だった製

造業派遣の原則禁止と登録型派遣の原則

の規定は削除されました。残った項目で

も、短期派遣の禁止の対象が「２か月以

内」から「３０日以内」に縮小され、労

働契約申込みみなし制度の施行も３年後

に先送りされるなど、規制内容は緩やか

になりました。 とは言え、マージン率の

公開など次のような規制が新たに導入さ

れます。

①事業規制の強化

②派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

小学校に入学しました

・日雇派遣（日々又は 30 日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣）の原則禁止

（適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機

会の確保が特に困難な場合等は例外）

・グループ企業内派遣の８割規制、離職した労働者を離職後１年以内に派遣労働

者として受け入れることを禁止

・派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進

措置を努力義務化

・派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者と

の均衡を考慮

・派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合（いわゆるマージ

ン率）などの情報公開を義務化

・雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

・労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな

就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

③違法派遣に対する迅速・的確な対処
・違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れ

ている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみ

なす（労働契約申込みみなし制度）

・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

④実施時期（施行日）
・公布日（平成 24 年４月６日）から起算して６か月を超えない範囲内において政

令で定める日

・ただし、労働契約申込みみなし制度については、施行日から起算して３年を経

過した日
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さ
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５
万
円
程
度

と
低
く
設
定
し
て
あ
り
、
ま

た
「
費
用
の
３
分
の
１
を
助

成
す
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が
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な
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す
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。
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４
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と
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て
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以
外
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。
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対
す
る
費
用
補
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、

【
１
時
間
あ
た
り
600
円
】
で
す
。

Off-

JT
と
OJT
を
上
手
に
使
い
分
け

る
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
な
教

育
・
指
導
の
実
施
が
可
能
と
な
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ま
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。

　

本
助
成
金
に
つ
い
て
の
ご
質

問
は
、
お
気
軽
に
当
社
ま
で
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

※

OJT…

日
常
の
業
務
に
つ
き
な

が
ら
行
う
教
育

OFF-

JT…

通
常
の
業
務
を
一
時
的

に
離
れ
て
行
う
教
育
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新入社員研修を行いました
　４月は新入社員研修

が各施設・医院で行わ

れました。

　施設によっては４日

から５日行われる新人

研修の中で半日ほどい

ただいて、就業規則や

人事制度の説明会、持ち味カードを使った研修やビ

ジネスマナーカードを用いた研修等を行っておりま

す。 

　就業規則は会社のルールブックです。お互いが気

持ちよく働くために必ずしっておかなければいけま

せん。また、このルールを守りながらしっかり成果

を上げている方とルールも守れずに、利用者に迷惑

をかけるような方が同じ処遇になるってしまうよう

なことはあってはなりません。 

　そのような不公平をなくすことも人事制度を導入

している一つの理由ですが、それよりも個人がスキ

ルを磨き、成長を促すといった教育の一環としての

役割が非常に重要であると当社は考えております。 

　例年であればここで終わっていましたが、今年は

持ち味カードを使って自分の持ち味を発見していた

だきました。「自分に自信をもって仕事ができそうだ」

とか「やっぱりポジティブ思考は重要だよね」とか

いう声も上がり、研修後も生き生きとして帰ってい

かれたのが印象的でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：楠田）

・一括有期事業開始届の提出（建設業）

　主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ請負金額

　が 1 億 9000 万円未満の工事

・4 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

・4 月分の健康保険料、厚生年金保険料の納付

・自動車税の納付

・3 月決算法人の確定申告・9 月決算法人の中間申告

・6 月・9 月・12 月決算法人の消費税の中間申告

・確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

5/10

5/31

お仕事カレンダー



労務監査サービスのおすすめ

※労務監査に関するお問い合わせにつきましては当社（上田・楠田）までご連絡ください

最近、こんな相談が増えています。

　◇ 辞めた社員が労基署に駆け込み、高額な未払い残業代を請求された

　◇ 解雇した社員が「解雇は不当だ」と争いを起こした

　◇ うつ病になった社員の家族から、「長時間労働のせいだ」と損害賠償を求められた

　◇ 社員が外部の労働組合に１人で加入し、その組合から団体交渉を求められた

社員とのトラブルや、労基署の調査がある前に、「問題があるのかないのか」「問題があるとしたらどこにあるのか」を
チェックし、事前に対策を講じませんか？

８分野１０項目（計８０項目）の
労務リスク診断（労務監査）を行ないます

　診断するのは、労基署がよくチェックをし、社員とのト
ラブルの原因にもなりやすい下記の８項目です。
　「募集・採用」 「労働時間・休憩時間」 「賃金」 「労働保険・
社会保険」 「安全衛生」 「休日・休暇・休業」「退職」 「帳簿・
就業規則・労働協約」　重要なポイントに絞り、効率よく
診断することができます。

　リスク診断のあとは、詳細のレポートを提出させて頂き
ます。詳細のレポート付きですので、担当者が「どのよう
に改善したらいいのか」がすぐに分かります。就業規則の
見直しなど、担当者では手に負えない改善が必要なときに
は、当法人の社会保険労務士がフォローします。

One Point 基準値の倍数に切り上げ（CEILING）切り捨て（FLOOR）する

　勤怠管理を行う上で出社時間や退社時間を１５分単位に変更して勤務時間を計算したい時や、商品発注の際に
ダース単位に変更して発注したい時に使用できる関数をご紹介いたします。

■勤務時間を求める

例）セル番地を使用する

　　＝CEILING（ B6 , $B$3 ）

例）基準値を直接入力する

　　＝CEILING（ B6 , “0 : 15” ）

数　値：丸めの対象となる数値を指定

基準値：倍数の基準となる数値を指定

※表示形式を変更する必要があります
※時間を基準値にする場合は、

　ダブルクォーテーションで囲みます

相談
受付中

＝　　　　　（ 数値  ,  基準値 ）CEILING
FLOOR

端午の節句 に「鯉のぼり」を立てるようになったのは、

江戸時代の中頃といわれています。

中国の黄河の中流に激流が連なった難所があり、下流から

いろいろな魚が群れをなしてさかのぼってきますが、鯉だ

けが滝を登りきって竜になるという故事があり、このこと

から、鯉は立身出世のシンボルとされました。

鯉が滝を勢いよく登る様をイメージして「鯉のぼり」とし

てを飾るようになったとされていますが、男子誕生の喜び

を世間に広く知らせるために戸外に立てられるようになっ

たからのようです。

　　　代表　上田　正順
〒862-0949  熊本市中央区国府 1-14-12  1Ｆ
TEL  ：096-211-6055　FAX：096-211-6065
URL：http://brainstar.jp

鯉のぼり

096-211-60550


